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第第第第 4444 章　　事業計画章　　事業計画章　　事業計画章　　事業計画

4.14.14.14.1 施工計画施工計画施工計画施工計画

本計画は、本報告書に基づいて日本国政府機関による審査を経た後に閣議決定を

経て実施が決定され、両国政府の間で事業実施に係る交換公文(E/N)が締結された後

に実施に移される。事業実施に関し、設計・監理については日本法人コンサルタン

トが、工事については日本法人建設業者がネパール国政府（公共事業･計画省）との

間で各々契約を締結し行うことになる。これら契約は日本国政府の認証により有効

となる。

本計画の実施機関は公共事業･計画省の道路局である。2 国間で合意した無償資金

協力に関わる業務調整、準備および技術的な管理、監督も公共事業･計画省の道路局

が所管する。

ネパール国政府と契約した日本法人コンサルタントは、無償資金協力事業に於け

るコンサルタントの役割を十分理解し、以下の役務を遂行する。

－ 入札書類の作成を含む詳細設計

－ 入札業者事前資格審査および入札・契約に関わる補助業務

－ 施工監理

無償資金協力の制度に従って選定された日本法人建設業者は、効率的且つ適切に

資機材を調達し、作業工程に従って計画施設の建設を行うものとする。

4.1.14.1.14.1.14.1.1　施工方針　施工方針　施工方針　施工方針

本計画は日本国の無償資金協力の枠組みで実施されることを想定し、施工方針として

下記の事項を考慮する。

－ 雇用機会の創出、技術移転の促進、地域経済の活性化に資するため、現地に於

ける労務者、資機材を 大限に活用する。

－ 本計画が出来るだけ円滑に運ぶようにネパール国政府、コンサルタント、建設業

者間に緊密な連絡体制を確立する。

－ 現場の降雨形態、資機材調達に必要な期間、信頼性のある施工方法の採用等

を考慮し適切な施工計画を立案する。

　　－　  現況交通流を遮断せず、不都合が生じないような現場作業工程を立案する。

－ 工事完了後、保守補修体制及び運用面での技術移転の方法を立案し、その一

環としてネパール技術者の研修等ソフト面の強化も含む。
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4.1.24.1.24.1.24.1.2　施工上の留意事項　施工上の留意事項　施工上の留意事項　施工上の留意事項

計画実施に際しての留意すべき事項を以下に示す。

－ 労働基準の尊重

建設業者はネパール国の現行建設関連法規に遵守し、雇用に伴う適切な労働条件

や慣習を尊重し、労働者との紛争を防止すると共に安全を確保するものとする。

－ 工事期間中の環境保全

現状の環境保全を前提に土取場開発、残土処理、盛土工事、舗装工事等開発行為

で発生する粉塵、濁水などの公害要因について、ネパール国政府に存在する公害防止

等の法令に準拠して工事を実施する。（参考法令およびガイドライン：Environment

Protection Act-2053、Environment Protection Regulation-2054 (First Revision-2055)、

Environmental Assessment in the Road Sector of Nepal、Standards for pollution control or

abatement as effective in Nepal、Roads Act-2031、Transportation Act-2049、Historical

Monuments Conservation Act-2029.）

－ 現場の厳重な警備の必要性

本計画はほぼ市内中心部で実施される工事であり、夜間工事が主体となるため工事

に関わる要員の安全及び工事時間以外の資材及び機材盗難防止を確実なものにする

為に、ネパール国政府による特別警備の提供を要請する。

－ 現地慣習の尊重

作業日数の算定等に際し、現地の宗教や現地慣習に沿った作業日程を作成する。

－ 通関事情

内陸国であるネパール国では、日本あるいは第三国から調達される建設資機材は隣

国インド国カルカッタにあるネパール管轄の港湾経由で搬入される。

－ 工事箇所の 適施工順位の決定

本プロジェクトは１０箇所の既設交差点の改修工事である。工事実施に際し 10交差点

それぞれの特性を十分考慮し、施工計画を策定し効率的な工事を行う。このため非効率

な作業員配置、作業重機配置および資材計画を避け、効果的な施工順位を設定し、

大の効率が得られる作業工程を立案する必要がある。
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－ 施工を通じた技術移転

将来補修工事が必要と考えられる工事については積極的に現地業者を採用し、技術

の移転を図る。

4.1.34.1.34.1.34.1.3　施工区分　施工区分　施工区分　施工区分

本事業実施に関する日本国政府およびネパール国政府のそれぞれ負担事項の概要を

以下に示す。

1) 日本側負担事項

－ １０交差点の土木工事

－ 上記に関する工事区間の排水工工事

－ 　 〃 舗装工工事

－ 〃 交通安全施設工工事

－ 仮設施設等（キャンプヤード、事務所等）の設営

－ 工事実施に係わる安全対策

－ 日本及び第三国からの建設資機材の輸送

－ コンサルタント業務

2) ネパール側負担事項

－ 本計画実施工事支障物件撤去及び移設工事（電気、電話、トロリーバス、

家屋等）

－ 本計画実施に必要な土取り場、採石場、キャンプヤード等の用地確保

－ 銀行手数料の負担（支払授権書（AP）手続き、支払い手続き）

－ 第三国人（ネパール国民以外）の入国、滞在等に対しての便宜供与

－ ネパール国政府が課す関税、国内税、その他財政上の課徴金等の免除

または支払い行為

－ 仮設施設及び工事箇所周辺の警備

4.1.44.1.44.1.44.1.4　施工監理計画　施工監理計画　施工監理計画　施工監理計画

(1) コンサルタント業務の実施工程

ネパール国の実施機関である公共事業･計画省とコンサルタントとの間で実施設計、入

札補助業務および施工監理に関わるコンサルタント業務契約を結ぶ。コンサルタント契約

に含まれる主な業務内容を以下に示す。
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　1) 詳細設計段階

コンサルタントは本基本設計調査の計画概要に従い、各交差点および付帯

施設の詳細設計を実施し、入札図書一式を作成する。

　2) 建設業者選定段階

コンサルタントは、日本の建設業者の選定に係る次の役務に関し、公共事

業･計画省を補佐する。

－ 入札公示

－ 事前資格審査

－ 入札説明会および現場説明

－ 入札評価

－ 契約交渉

　3) 施工管理段階

コンサルタントは、公共事業･計画省から建設業者に発行される工事着工命

令を受けて、施工監理業務に着手する。施工監理業務では、作業進捗、品質、

安全に係る管理を行うとともに、建設業者への支払手続きに関し、公共事業･

計画省を補佐する。また、工事進捗状況を JICA、公共事業･計画省へ報告する。

尚、ソフトコンポーネントも併せて実施する。

(2) 実施体制

　1) 詳細設計の実施体制

コンサルタントによる詳細設計と入札図書の作成には、下記に示す日本人

技術者が必要である。

表 4.1.1　詳細設計要員

専門家名 担当業務
業務主任 実施設計、入札書類作成に係わる総括
交差点設計技師 交差点の設計・図面作成、数量計算
道路付帯施設設計技師 道路附帯施設の設計・図面作成、数量計算
信号設備設計技師 信号設備の計画、設計･図面作成、数量計算
施工計画・積算 施工計画作成、価格調査、積算
入札図書作成 入札書類の作成
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－ 仮設電力及び飲料水

工事用電力は主に公共電力を利用し、非常時および不足電力に備え

て発電機を併設する。飲料水および工事用水は給水車により調達するも

のとする。

(2) 本体工事

－ 施工順序

工事箇所の地域性、沿道土地利用の制約および交差点を含む路線の

受け持つ機能から判断して、工事中の交通の切り回しおよび工事中の全

面的交通遮断は現実的でないと考える。このため施工順序は現況道路

敷き内を利用し、現道部を片側より順次施工して行く方法（図 2.1.2 工事

手順図参照）をとり、交通及び歩行者の安全を確認しかつ完全交通遮断

を伴わない施工計画法を導入する。
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図 4.1.2　工事手順図

－ 工事管理

本実施計画は現地業者を積極的に活用するため日本の建設業者によ

る十分な品質管理および工程管理が必要となる。このため本実施計画で

は現地業者が担当する工事については中間検査の頻度及び工程管理

を密に行い、十分な品質を確保するものとする。なおこの作業を遂行する

ために日本人の専任技術者を配置する。

－ 工事中の交通管理

本実施計画では基本的に交通の全面遮断下での工事方式は採用し

ない。現状交通を開放しながら工事を行うためには安全対策工、カトマン

ズ市役所及び交通警察等の協力が必要であり、専任者を配置した施工

計画を策定する必要となる。
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4.1.64.1.64.1.64.1.6 資機材調達計画資機材調達計画資機材調達計画資機材調達計画

(1) 建設資材調達

ネパール国内においては、道路工事に関わる資機材の殆どは調達可能と考えられる。

照明及び信号機については現地調達が不可能であるので、日本からの調達を前提とす

る。

表 2.1.3　建設資材の調達先

項　　目 ネパール国調達 第三国調達 日本調達

セメント ○

セメント用添加材 ○

鉄筋（構造用） ○

型枠用木材 ○

アスファルト ○
重油 ○
軽油 ○
ガソリン ○
骨材 ○
細骨材 ○
マーキング用ペイント ○
デリニエーター ○
道路照明 ○
信号機 ○

(2) 建設機械の調達

ネパール国にリース市場はないため、機材の調達は建設業者が各自行なうこととなる。

調達先は確実な調達が期待できる日本を基本とする。ただし、ダンプトラックについてはイ

ンド製のものが実用上許容できる品質にある事が判明しているため、インドから調達を行な

う。

表 4.1.4　建設機械の調達

項　　目 能　　力 ﾈﾊﾟｰﾙ国調達 第三国調達 日本調達

ブルドーザー 15t ○
ショベル 1.4 m3 ○
ダンプトラック 8.0t ○
バックホウ 0.6 m3 ○
振動ローラー 3.0t～4.0t ○
ロードローラー 10.0t ○
グレーダー 3.1m ○
乳剤散布車 2,000 lit ○
コンクリートミキサー 3.0m3 ○



- 64 -

トレーラー 40.0t ○
レーンマーカー 2.0lit/min ○
アスファルトプラント 50.0t/h ○
アスファルトフィニッシャー 2.5～5.0m ○

4.1.74.1.74.1.74.1.7 実施工程実施工程実施工程実施工程

本プロジェクトを A国債案件として実施スケジュールを検討した。

A 実施設計

交換公文締結後、実施設計を開始し 4ヶ月後をもって完了する事とする。

B 施工監理及び工事本体

交換公文締結後、コンサル契約を行い外務省の認証を受けた後、施工業者

の事前資格審査、入札を行う。

工事は、2 年度に亙るものとし Term-1 で 4 箇所の交差点、Term-2 で 6

箇所の交差点を改良するものとする。因みに、現時点で考えている対象交

差点は、以下の通りである。

[Term-1]

•  A2 マイティガール

•  A5 コテスウォール・ティンクネ

•  A8 カリマティ

•  B9パドゥモダヤターニング

[Term-2]

•  A1 ケシャマハール

•  A4 コテスウォール・リングロード

•  B1 カランキチョーク

•  B3 シンハダルバール

•  B4ラムシャハパス・ディリバザール

•  B5ナヤバネスウォール

また、交差点の信号機による交通誘導、信号機のオペレーションとメインテナ

ンス等の教育訓練に係るソフトコンポーネントの実施については、各対象交差

点の供用に合わせて効率的に行うものとする。

　以上の結果を総合して、次ページに示す。
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4.1.84.1.84.1.84.1.8　相手国負担事項　相手国負担事項　相手国負担事項　相手国負担事項

本事業計画の実施にあたって、ネパール国政府が負担すべき事項は以下の通りである。

（１）我が国無償資金協力事業における共通事項

・事業計画の実施に必要なデータ、情報の提供

・事業計画の実施に必要な用地の確保(道路用地、作業用地及び材料保管用地など)

・工事着工前の各工事サイトの整理

・日本国内の銀行に勘定を開設し、支払授権書を発行すること。

・ネパール国への荷役積み下ろし地点での速やかな積み下ろし作業、免税措置及び関税

免除を確実に実施すること。また、無償援助によって購入される計画に必要な材料･機

材に関する円滑な内陸輸送を実施すること。

・認証された契約に対して生産物或いはサービスの供給に関して、ネパール国内で課せ

られる関税、国内税金或いはその他の税金の免除を本計画に関与する日本法人または

日本人に行なうこと。

・承認された契約に基づいて或いはサービスを供給に関係し、日本国籍を有する国民に

ネパール国への入国及び作業の実施の為に同国の滞在を許可すること。

・必要ならば、プロジェクトの実施に際しての許可、その他の権限を付与すること。

・プロジェクトによって建設される施設を正しくかつ効果的に維持･監理･保全すること。

・プロジェクトの作業範囲内で日本国の無償援助によって負担される費用以外のすべて

の費用を負担すること。

（２）本計画固有の事項

・ カランキチョーク交差点支障家屋の移設を前提としたネパール側手続き、予算確保を

実施する。

・ ナヤバネシウォール交差点計画で支障となるポリスボックスおよび電柱電話施設を移

設する。

・ 道路照明については、照明施設供用時に、プロジェクト実施機関であるＤＯＲからカ

トマンドゥ市へ所有および運営維持管理責任が移管され、その後の責任は市が負うと

いう特殊な形態をとることから、この点ＤＯＲを通じ対応を確認する。

・ 信号機および道路照明の維持管理機関は電気代の遅滞なき支払いを負担すること。

・ コテスウォールリングロード道路交差点のトロリーバス架線および支柱を移設する。
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4.24.24.24.2 ソフトコンポーネント計画ソフトコンポーネント計画ソフトコンポーネント計画ソフトコンポーネント計画

ここに提案するソフトコンポーネントに係る PDM を表 4.2.1 に、そして工程表を

図 4.2.1に示す。

1) 背景

カトマンズ市内にある既設交差点の信号機は、旧式の物が大部分であり、我

が国の無償資金協力で実施された新バグマティ橋建設計画の中で設置された

タパタリ交差点の信号機が唯一日本製の適正なものである。この日本製の信

号機の交通処理方法が合理的であるため、カトマンズ市では非常に好評であ

るものの利用者、特に歩行者の交通マナーが悪く円滑な車両走行を阻害して

いる。

本プロジェクトが実施されると、新たに 10 箇所の交差点に日本製の信号機が

設置される事になる。これら改良される交差点の有効活用のためには、信号

機及び交通ルールに係る広報活動と教育訓練を各方面に対して行う事が必要

とされる。

2) 目標

ソフトコンポーネントの目標は、「交差点に新しい形式の信号機を設置するこ

とに関連した広報活動を行うと共に、適宜必要な教育訓練を実施することに

より適切な交差点の利用を図る」ことである。そしてこのソフトコンポーネ

ントの上位目標は、「カトマンズ首都圏における交通渋滞の減少を図ると共に

交通安全の向上を図る事によって、首都圏全体の経済活動を活性化する」こ

とにある。

3) 成果（直接的効果）

i) 道路局及びカトマンズ市役所の幹部が、信号機による渋滞緩和と交通安全

の効果を認識する。

ii) 交通警察及び道路局交通計画安全課が、信号機の仕組み、信号機の現示

を理解することで交差点の交通を適切に処理出来る。

iii) 地元の電気設備会社及び道路局交通計画安全課が、信号機の使用方法と

配線系統を学習する事により、信号機を適切に維持補修出来る。

iv) 地元の交通警察官が、信号制御による交通ルールを理解することにより、交

差点における交通誘導を適切に行う事が出来る。

v) 小中学生、自動車教習所、一般市民等への信号ルールの遵守訓練により、

交差点における交通混雑が減少すると伴に交通事故が減少する。

4) 活動

a) コンサルタント及び道路局交通計画安全課が、交通安全ポスター、交通

ルールのテキスト、信号機使用説明マニュアルを作成する。

成果品：交通安全ポスター、交通ルールのテキスト、信号機使用説明マ
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ニュアル等の成果品 1式。

b) 道路局交通計画安全課が TV、新聞等のマスメディアを通じて広報活動を

実施する。これにより、上記の効果 i), v)の項目が期待される。

効果の検証方法： 効果 i)に関してはアンケート調査を行う。

効果 v)については、交通事故記録（交通警察及び

道路局交通計画安全課の年度統計）により判定す

る。

c) コンサルタントと道路局交通計画安全課が、政府関係者、交通警察、電気

設備会社を対象に適宜セミナー及び実地訓練を開催する。これにより、上

記の効果 i), ii), iii), iv)の項目が期待される。

効果の検証方法： 効果 i)に関してはアンケート調査を行う。

効果 ii)に関しては車両滞留長及び事故数の低下。

効果 iii)に関しては信号機故障による停止回数の低

下。

効果 iv)に関しては車両滞留長及び事故数の低下。

d) 教育訓練（講習と実地訓練）を受けたカトマンズ市交通警察官が、小中学

生、自動車教習所、一般市民等を対象に交通安全に係る講習会と実地

訓練を実施する。

　　　効果の検証方法： 効果 v)に関しては車両滞留長及び事故数の低下。

e) コンサルタントと道路局交通計画安全課が、成果判定指標の一部となる旅

行時間調査、滞留長調査を実施する。

f) 最後にコンサルタントと道路局交通計画安全課が、事後報告書を作成す

る。これにより、成果の検証材料を提供するものである

5) 各ターム毎の業務内容・成果

i) ターム１（4箇所の交差点を対象）の業務内容・成果

•  交通安全ポスター、交通ルールのテキスト、信号機使用説明マニュ

アルの作成。成果品：交通安全ポスター、交通ルールのテキスト、

信号機使用説明マニュアル

•  TV、新聞等のマスメディアを通じて広報活動の実施。成果品：TV

ニュース等のビデオテープ、新聞記事の切抜。

•  道路局及びカトマンズ市役所の幹部に対する交差点形式の講習会

を実施。成果品：講習会でのアンケート調査結果。

•  交通警察官及び道路局交通計画安全課職員に対する信号機使用

方法の講習会及び実地訓練を実施。成果品：講習会及び実地訓

練の写真。
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•  地元の電気設備会社及び道路局交通計画安全課職員にたいする

信号機点検修理技術の講習会及び実地訓練の実施。成果品：講

習会及び実地訓練の写真。

•  （交通警察官及び道路局交通計画安全課職員による）小中学生、

自動車教習所、一般市民等を対象に交通安全に係る講習会と実地

訓練の実施。成果品：TV ニュース等の録画ビデオテープ及び新聞

記事の切抜、講習会及び実地訓練の写真。

ii) ターム２の業務内容・成果

•  TV、新聞等のマスメディアを通じて広報活動の実施。成果品：TV

ニュース等のビデオテープ、新聞記事の切抜。

•  （交通警察官及び道路局交通計画安全課職員による）小中学生、

自動車教習所、一般市民等を対象に交通安全に係る講習会と実地

訓練の実施。成果品：TV ニュース等の録画ビデオテープ及び新聞

記事の切抜、講習会及び実地訓練の写真。

•  車両の旅行速度調査及び滞留長調査の実施。成果品：旅行時間

調査結果。

•  事後報告書の作成。成果品：ソフトコンポーネントの実施状況報告、

成果判定指標調査結果報告を含めた報告書 1式。
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4.34.34.34.3 概算事業費概算事業費概算事業費概算事業費

4.3.14.3.14.3.14.3.1 概算事業費概算事業費概算事業費概算事業費

本計画を日本の無償資金協力により実施する場合必要となる事業費総額は約 10.69

億円となり、先に述べた日本とネパール国との負担区分に基づく双方の経費内訳は、

下記(3)に示す積算条件によれば、次のとおりである。

(1) 日本側負担経費

表 4.3.1  日本側負担経費 （金額単位：百万円）

事業費区分 実施設計 ターム １ ターム ２ 合計

（１）建設費

ア.直接工事費

イ.現場経費

ウ.共通仮設費等

（２）機材費

（３）設計・監理費 23.0

469.8

400.3

29.8

39.7

0

38.6

474.6

378.7

53.5

42.4

0

56.0

944.4

779.0

83.3

82.1

0

117.6

合計 23.0 508.4 530.6 1,062.0

(2) ネパール国負担経費

表 4.3.2  ネパール側負担経費 （金額単位：ネパールルピー）

事業費区分 金額

（１）撤去費（家屋）

（２）移設撤去費（トロリーバス、電話、
電気、水道等）

（３）事業実施に係る事務費

（４）ソフトコンポーネントに係る費用

1,599,000 (256万円)

1,562,500 (250万円)

125,000 (20万円)

1,250,000 (200万円)

合   計 4,536,500 (726万円)

この負担額のうち住民移転に係る撤去費については、既に道路局側が予算計上

し、対応を開始している。
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(3) 積算条件

（１）積算時点 平成１2年 11月

（２）為替交換レート 1US$=107.58円    1.0 NRs=1.52円

（３）施工期間 Ａ国債による工事とし、入札業務、工事の期間は、施行
工程に示したとおり。

（４）その他 本計画は日本国政府の無償資金協力の制度に従い実施さ
れるものとする。

4.3.24.3.24.3.24.3.2 維持管理計画維持管理計画維持管理計画維持管理計画

(1) 維持管理計画

施設完成後、施設を健全に維持するために必要な維持・管理作業の内容およびそ

の頻度は以下のとおりである。

表 4.3.3  維持管理計画

分類 担当機

関

頻度 点検部位 作業内容

舗装の
維持・管理

ＤＯＲ 年３回 舗装表面
わだち掘れ、クラック、ポッ
トホール、段差の補修

排水溝の
ＤＯＲ 年２回

暗渠 堆砂除去

維持・管理 開渠 堆砂除去

交通安全工の
維持・管理

ＤＯＲ 年１回 マーキング 再塗布

道路標識の維
持・管理

DOR 年 2回 標識板 清掃

市役所 年２回 ランプ 清掃照明機器の維
持･管理 電気系統 状況調査

ＤＯＲ 年２回
ランプ 清掃信号機の維持･

管理
電気系統 状況調査

(2) 維持管理費

相手国側が負担すべき維持管理作業に毎年必要な金額は123万ﾈﾊﾟｰﾙﾙﾋﾟｰ（約190

万円）である。一方、5 年毎に行う舗装のオーバーレイ作業は 205 万ﾈﾊﾟｰﾙﾙﾋﾟｰ（約
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316 万円）と見積もられる。従って、平均すると毎年 164 万ﾈﾊﾟｰﾙﾙﾋﾟｰ（約 253 万円）

となり、これは道路局の年間維持管理費 9.9 億ﾈﾊﾟｰﾙﾙﾋﾟｰ（約 15 億円）の約 0.17％

に相当する事から、十分な維持管理は可能と判断される。尚、実際に道路照明の維

持管理を行うカトマンズ市は、十分な実施能力がある。

表 4.3.4  概算維持管理費

概算費用分類 担当機

関

頻度 点検部位 作業内容

千ﾈﾊﾟｰﾙﾙﾋﾟｰ 万円（相当
額）

暗渠 堆砂除去
排水溝の維持・管理 ＤＯＲ 年２回

開渠 堆砂除去
50 8

交通安全工の維持・管理 ＤＯＲ 年１回 マーキング 再塗布 70 11

道路標識の維持・管理 DOR 年 2回 標識板 清掃 70 11

ランプ 清掃
照明機器の維持･管理

ｶﾄﾏﾝｽﾞ
市役所

年２回
電気系統 状況調査

850 131

ランプ 清掃
信号機の維持･管理 ＤＯＲ 年２回

電気系統 状況調査
190 29

毎年必要な道路局維持管理費の合計

（カトマンズ市役所分）

380

（850）

59

(131)

舗装のオーバーレイ DOR 5年に 1

回

舗装表面
舗 装 ク ラ ッ
ク、ポットホ
ール、ﾜﾀﾞﾁ掘
れ等の補修

2,050 316

(3) 技術協力の必要性

ネパール国では、各分野でネパール人の中堅技術者の絶対数が不足しており、本プ

ロジェクトの実施機関である公共事業･計画省のネパール人幹部職員を研修員として

日本に招聘し、道路建設・維持管理に関わる研修を提供するのが有効と考える。
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第第第第5555章章章章    プロジェクトの評価と提言プロジェクトの評価と提言プロジェクトの評価と提言プロジェクトの評価と提言

5.15.15.15.1 妥当性にかかる実証・検証および裨益効果妥当性にかかる実証・検証および裨益効果妥当性にかかる実証・検証および裨益効果妥当性にかかる実証・検証および裨益効果

1) 直接効果

•  本プロジェクトの対象 10箇所の交差点における半日（12 時間）の通過車両の総計は約

56万台観測された。現在、朝夕のピーク時間帯の対象 10箇所交差点における時間当

たり交通量は朝ピークで約 4 万 8 千台、夕ピークで約 5 万 6 千台に上り、全ての交差

点で交通量は交通容量を越えており、既に飽和状態にある。本プロジェクトの直接効果

としては、対象 10 箇所の交通容量を拡大し、円滑な車両と歩行者の通行が図れる。ひ

いては、カトマンズ盆地内の交通渋滞の緩和、車両の走行時間の短縮、横断歩行者の

安全確保、交通事故の減少に寄与するものである。

本プロジェクトにより、直接裨益を受ける人口と面積は、以下の通りである。

表 5.1.1  裨益人口とカトマンズ首都圏面積

市 裨益人口（1991年調査） 面積

ｶﾄﾏﾝｽﾞ 67.5万人 395ｋｍ２

ﾊﾟﾀﾝ（ﾗﾘﾄﾌﾟｰﾙ） 25.7万人 385ｋｍ２

ﾊﾞｸﾞﾀﾌﾟｰﾙ 17.3万人 119 km2

合計 110.5万人 899 km2

•  ソフトコンポーネントによる交通安全に係る広報活動と教育訓練を実施することにより、交

通ルールの徹底及び適切な信号機の使用方法と維持管理が図れる。

2) 間接効果

•  カトマンズ首都圏における交通渋滞と交通事故の減少を図るとともに地域での交通安全

意識の向上を図る事により、地域の社会経済活動を活性化出来る。

•  首都圏の交通渋滞緩和により、車両の排気ガス低減に寄与し、ひいては地域のイメージ

向上が図れる。

5.25.25.25.2    技術協力・他ドナーとの連携技術協力・他ドナーとの連携技術協力・他ドナーとの連携技術協力・他ドナーとの連携

既にカトマンズ市が ADB 援助のもとに実施している市内道路、今後道路局が実施予定

のリングロードとの連携が必要である。
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5.35.35.35.3 課題課題課題課題

ネパール国側負担事項のうちの支障家屋移設、電柱・電話施設の移設、トロリーバス架線

及び支柱の移設につき円滑かつ適切な作業完了が、本計画の工事実施にとって重要で

ある。

更に、ソフトコンポーネントに係る教育訓練に対するネパール側の参加と協力が重要であ

る。



資－１

資料資料資料資料    １１１１            調査団員氏名・所属調査団員氏名・所属調査団員氏名・所属調査団員氏名・所属

1－1 現地調査

団長 中野 智 国際協力事業団無償資金協力部業務第

3課課長代理

業務主任 松澤 勝文 日本工営株式会社

交差点設計 岡野 義巳 日本工営株式会社

信号計画 福地 智恭 日本工営株式会社

自然条件調査 清水 国夫 日本工営株式会社

施工計画・積算 長井 崇泰 日本工営株式会社

1－2 概要書の説明・協議時

団長 家弓 重正 国際協力事業団審査室

業務主任 松澤 勝文 日本工営株式会社

信号計画 福地 智恭 日本工営株式会社

施工計画・積算 長井 崇泰 日本工営株式会社



資料２ａ資料２ａ資料２ａ資料２ａ

中野 智 松澤 勝文 岡野 義巳 福地 智恭

Date
(団長） (業務主任） (交差点設計） （信号計画）

滞在地

清水 国夫 長井 崇泰
(自然条件調査） (施工計画・積算）

1 5/28 (日) バンコク

2 5/29 (月) カトマンズ

3 5/30 (火) カトマンズ

4 5/31 (水) カトマンズ

5 6/1 (木) カトマンズ

6 6/2 (金) カトマンズ

7 6/3 (土) 移動 KTM13:40→BKK18:10 内部打合せ カトマンズ

(TG320) 資料整理 （バンコク）

8 6/4 (日) 移動 BKK10:50→NRT19:00 現地調査 移動 成田11:00→BKK15:30 カトマンズ

(TG640) (TG641) （バンコク）

9 6/5 (月) 現地調査 移動 BKK10:30→KTM12:35 カトマンズ

(TG319)

10 6/6 (火) カトマンズ

11 6/7 (水) カトマンズ

12 6/8 (木) カトマンズ

13 6/9 (金) カトマンズ

14 6/10 (土) 移動 成田11:00→BKK15:30 カトマンズ

(TG641) バンコク

15 6/11 (日) 移動 BKK10:30→KTM12:35 カトマンズ

(TG319)

16 6/12 (月) カトマンズ

to to 現地調査

26 6/22 (木) 道路局と打合せ

27 6/23 (金) カトマンズ

移動KTM13:40→BKK18:10(TG320)（バンコク）

28 6/24 (土) 移動 BKK10:50→NRT19:00 カトマンズ

(TG640)

29 6/25 (日) 移動 KTM13:40→BKK18:10 現地調査 カトマンズ

(TG320) （バンコク）

30 6/26 (月) 移動 BKK10:50→成田19:00 現地調査 カトマンズ

(TG640)

31 6/27 (火) 現地調査 カトマンズ

to to

47 7/13 (木)

48 7/14 (金) 日本大使館、JICAネパール カトマンズ

事務所に報告

49 7/15 (土) 移動 KTM13:40→BKK18:10 バンコク

(TG320)

50 7/16 (日) 移動 BKK10:50→成田19:00

(TG640)

日本大使館、JICAカトマンズ事務所報告

現地調査

内部打合せ

現地調査

内部打合せ

現地調査

現地調査

現地調査

資料整理

現地調査

日本大使館、JICAネパール事務所に報告

道路局とミニッツ案の協議

ミニッツ署名

現地調査日程現地調査日程現地調査日程現地調査日程

移動 成田11:00→バンコク15:30

(TG641)

シンズリ道路見学

表敬訪問 日本大使館、JICAネパール事務所、道路局

移動 BKK10:30→KTM12:35(TG319)

道路局と協議

現地調査

道路局と協議

現地調査

資－２



資料２ｂ資料２ｂ資料２ｂ資料２ｂ

ドラフトレポート説明協議日程ドラフトレポート説明協議日程ドラフトレポート説明協議日程ドラフトレポート説明協議日程

家弓 重正 松澤 勝文

Date
(団長） (業務主任）

滞在地

福地 智恭
（信号計画）

長井 崇泰
(施工計画・積算）

1 10/16 (月) バンコク

2 10/17 (火) カトマンズ

3 10/18 (水) カトマンズ

4 10/19 (木) カトマンズ

5 10/20 (金) カトマンズ

6 10/21 (土) カトマンズ

7 10/22 (日) カトマンズ

8 10/23 (月) カトマンズ

9 10/24 (火) バンコク

10 10/25 (水) 移動 BKK10:50→NRT19:00

(TG640)

道路局とミニッツ署名

日本大使館、JICAネパール事務所に報告

移動 KTM13:40→BKK18:10

(TG320)

道路局とミニッツ案の協議

現地調査

移動 成田11:00→バンコク15:30

(TG641)

表敬訪問 日本大使館、JICAネパール事務所、道路局

移動 BKK10:30→KTM12:35(TG319)

道路局とドラフトレポート内容協議

道路局とドラフトレポート内容協議

道路局と協議

現地調査

シンズリ道路見学

資－３











事前評価表事前評価表事前評価表事前評価表
１．　協力対象事業名

　　　ネパール王国　　カトマンズ市交差点改良計画

２．　我が国が援助することの必要性・妥当性

（１）　ネパールはわが国と友好関係にあり、南西アジアの中で最も所得水準の低いＬＬＤＣである上に、

内陸国としての厳しい状況にあり援助需要は高い。90年の民主化以降、民主主義の定着と経済の自由

化を進めつつ経済開発に取り組んでおり、我が国の援助対象国の中でも重点国の一つに位置付けられ

ている。

＜ネパールに於ける諸外国と日本の援助実績＞

（２）　ネパール国の国家開発計画である第9次5ｶ年計画(1997/98-2002/03)では「交通基盤の整備」

を施策の基本目標と位置づけており、これを達成するために同計画の運輸部門の中では道路整備に

高い優先順位が与えられている。また、カトマンズ市内の街路整備に関して、国際協力事業団が1991

年11月～1993年3月に実施したカトマンズ都市交通計画調査(通称JICAマスタープラン）において、市

内街路及び交差点改良が提案されている。

３．　協力対象事業の目的（プロジェクト目的）

カトマンズ市交差点改良計画は、同市内の交通渋滞と交通事故の問題を緩和するため、特に混雑の

激しい10箇所の交差点とその前後の接続道路を改良することにより、交差点交通容量の拡大（信号

機制御による効率化及び適切な車線の配置による交通量処理能力の拡大）および交差点通過車両

の所要時間を短縮するとともに、交通事故数の削減を図ることを目的とする。

４　協力対象事業の内容

（１）　対象

カトマンズ市及び隣接するパタン市、バグタプール市。

（２）　アウトプット

対象交差点の施設、設備が改善される。

暦年 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 　　　合計

95 日本　127.6 英国　    25.6 ﾃﾞﾝﾏｰｸ　23.7 ドイツ　  19.5 米国　     19.0 266.1

96 日本　  88.8 ドイツ     25.7  英国　    23.3 ﾃﾞﾝﾏｰｸ  23.0 米国　     15.0 236.2

97 日本    86.1 英国　    28.6  ドイツ     24.6 米国     21.0 ﾃﾞﾝﾏｰｸ 　18.0 233.5

交差点名 交差道路

ケシャマハール トリテヴィ道路、カンティ通り

マイティガール タパタリ通り、ラムシャハ通り、アルニコ道路、ボダカリ道路、他

コテスウォール・リングロード アルニコ道路、リング道路

コテスウォール・ティンクネ アルニコ道路、リング道路、空港アクセス道路

カリマティ トリブバン道路、クレスウォール道路、他



（３）　インプット

①　車道の改良　　　　　　　　　　　　　　最小幅員W=2.75m(右折車線）､W=3.0m(右折車線以外）

②　歩道の改良　　　　　　　　　　　　　　最小幅員W=2.5m、維持修繕が簡易で耐久性の高い舗装用ｺﾝｸ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸを用いたｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装又はｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

③　横断防止柵の設置　　　　　　 　　　改良区間全ての歩車道境界に設置(除く横断歩道箇所等）

④　排水施設の改良　　　　　　　　　　　原則的にＬ型側溝と暗渠管を組み合わせたタイプの側溝を設置

⑤　信号機の設置　　　　　　　　　　 　　全ての交差点に車両用および歩行者用信号を設置

⑥　道路照明の設置、又は再利用　　 全ての交差点に設置

⑦　交通安全に係わる広報活動と教育訓練の実施

（４）　総事業費

　　　　概算事業費　10.69億円（日本国側負担　10.62億円、ﾈﾊﾟｰﾙ国側負担　0.07億円）

（５）　スケジュール

詳細設計を含め19ヶ月の工期を予定

（６）　実施体制

ネパール王国　公共事業・計画省　道路局

施設完成後の運営は、同じく公共事業・計画省　道路局となるが、道路照明については、カトマンズ市へ

所有および運営維持管理責任が移管される。

５　プロジェクトの成果

（１）　プロジェクトにて裨益を受ける対象の範囲および規模

カトマンズ市及び隣接するパタン市、バグタプール市が裨益地域。各地域毎の裨益人口は以下の通り。

カランキチョック トリブバン道路、リング道路

シンハ・ドゥルバール ラムシャハ通り、プリティビ通り

ラムシャハ通り・ディリバザール ラムシャハ通り、ディリバザール通り

ナヤバネシュウォール アルニコ道路、バネスウォール通り、サンカモル道路

パドゥモダヤ・ターニング ラムシャハ通り、アサン・ジャマル通り

市 裨益人口(1991年調査）

ｶﾄﾏﾝｽﾞ 67.5万人

ﾊﾟﾀﾝ(ﾗﾘﾄﾌﾟｰﾙ) 25.7万人

ﾊﾞｸﾀﾌﾟｰﾙ 17.3万人

合計 110.5万人



（２）　事業の目的(プロジェクト目標）を示す成果指標

　１）対象となる10箇所の交差点の交通容量を拡大する。

　２）対象交差点を含む路線区間を走行する車両の所要時間を短縮する。

（３）　その他の成果指標

　１）対象交差点の交通事故数を削減する。

６　外部要因リスク

①　公共事業･計画省が施設の滞りない供用を図るため必要な人員（10名）を確保する。

②　公共事業･計画省が施設利用者に対し、信号施設の利用方法（交通ルール）の周知徹底を図る。

７　今後の評価計画

（１）　事後評価に用いる成果指数

①　対象交差点の交通容量

②　対象交差点周辺の通過所要時間

（２）　評価のタイミング

事業完成後　1年後以降の事後評価予定

交差点名 平均年間交通事故件数（'94～'97)

ｹｼｬﾏﾊｰﾙ 2.8

ﾏｲﾃｨｶﾞｰﾙ 11.5

ｺﾃｽｳォｰﾙﾘﾝｸﾞﾛｰﾄﾞ 13.3

ｺﾃｽｳォｰﾙﾃｨﾝｸﾈ 17.0

ｶﾘﾏﾃｨ 9.0

ｶﾗﾝｷﾁｮｰｸ 10.8

ｼﾝﾊドゥﾙﾊﾞｰﾙ 9.5

ﾗﾑｼｬﾊﾊﾟｽﾃﾞｨﾘﾊﾞｻﾞｰﾙ 7.0

ﾅﾔﾊﾞﾈｼｳォｰﾙ 10.8

ﾊﾟﾄﾞゥﾓﾀﾞﾔﾀｰﾆﾝｸﾞ 9.5

出典：公共事業･計画省　道路局　資料

交差点名

実施前 実施後

ｹｼｬﾏﾊｰﾙ 3,174 3,700

ﾏｲﾃｨｶﾞｰﾙ　 北 6,300

東 　　　　－　※) 4,100

西 3,500

ｺﾃｽｳｫｰﾙﾘﾝｸﾞﾛｰﾄﾞ 2,290 2,400

ｺﾃｽｳｫｰﾙﾃｨﾝｸﾈ 東 2,900

南 　　　　－　※) 3,100

西 3,600

ｶﾘﾏﾃｨ　 西 3,799 4,100

東 3,087 5,900

ｶﾗﾝｷﾁｮｰｸ 1,911 2,200

ｼﾝﾊﾄﾞｩﾙﾊﾞｰﾙ 3,346 3,900

ﾗﾑｼｬﾊﾊﾟｽﾃﾞｨﾘﾊﾞｻﾞｰﾙ 2,118 5,200

ﾅﾔﾊﾞﾈｼｳｫｰﾙ 2,820 3,900

ﾊﾟﾄﾞﾓﾀﾞﾔﾀｰﾆﾝｸﾞ　 北 3,232 3,500

南 2,832 3,300

※ﾛｰﾀﾘｰ式のため計測不可能

交差点交通容量(台/h)

※交差点交通容量：１以上の交差点流入部が飽和した状態(交
差点流入部で交通需要が十分ある場合に通過し得る最大交通
量がある状態）の時に、交差点を通過する交通量の総和。

経由交差点名 実施前 実施後

ｺﾃｽｳｫｰﾙﾘﾝｸﾞﾛｰﾄﾞ

ｺﾃｽｳｫｰﾙﾃｨﾝｸﾈ

ﾅﾔﾊﾞﾈｼｳｫｰﾙ 28分 20分

ﾏｲﾃｨｶﾞｰﾙ

ｶﾘﾏﾃｨ

ｶﾗﾝｷﾁｮｰｸ

ｼﾝﾊﾄﾞｩﾙﾊﾞｰﾙ

ﾊﾟﾄﾞﾓﾀﾞﾔﾀｰﾆﾝｸﾞ 18分 13分

ﾗﾑｼｬﾊﾊﾟｽﾃﾞｨﾘﾊﾞｻﾞｰﾙ

ｹｼｬﾏﾊｰﾙ

Bﾙｰﾄ：(ｼﾝﾊﾄﾞｩﾙﾊﾞｰﾙ～ﾗﾑｼｬﾊ通り～ｹｼｬﾏﾊｰﾙ）

※所要時間は、交通量のA.M.ﾋﾟｰｸ時間帯をﾍﾞｰｽに算出。

Aﾙｰﾄ：(ｺﾃｽｳｫｰﾙﾘﾝｸﾞﾛｰﾄﾞ～ｱﾙﾆｺﾊｲｳｪｲ～ﾄﾘﾌﾟﾚｽｳｫｰﾙ通り
　　　　　～ｶﾗﾝｷﾁｮｰｸ）

Ａ
ル
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ト

Ｂ
ル
ー

ト

所要時間走行ルート
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